
犬山市　重点支援地方交付金令和７年度実施計画（第３回提出分）

交付対象事業の名称

事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

推奨事業メニュー
事業
始期

事業
終期

総事業費（千
円）

成果目標（可能な限り定量的指標を設定）

備考1
(重点支援地方交付金の追加
を踏まえた各省庁の通知の
発出状況に定義されている

対象分野)

低所得者支援及び不足給付金【令和
６年度低所得世帯支援枠等】

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、
低所得の方々の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③R6,R7の累計給付金額
令和６年度住民税均等割非課税世帯　5,167世帯×30
千円、子ども加算　459人×20千円、、定額減税を補足
する給付（うち不足額給付）の対象者　13,356人
(238,050千円）　　のうちR7計画分
事務費　28,835千円
事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送料
等）　業務委託料　使用料及び賃借料　人件費　として支
出]
④低所得世帯等の給付対象世帯数（5,167世帯）、定額
減税を補足する給付（うち不足額給付）の対象者数
（13,356人）

－ R6.12 R8.3 238,275
対象世帯に対して令和7年8月までに支給
を開始する

対象分野に関連しない

物価高騰対応地域商品券事業

①食料品等の価格の高騰の影響が増大する中、市民生
活を下支えするため、地域商品券を配布する。
②地域商品券及び事務費
③（基本分）3千円×71千人＝213,000千円
　（65歳以上加算分）3千円×21千人＝63,000千円
　事務費43,631千円
（うち、274,496千円に交付金を充当)
④令和８年３月１日時点で犬山市に住民票登録のある
者。65歳以上は配布額を上乗せする。

①食料品の物価高騰
に対する特別加算

④消費下支え等を通じ
た生活者支援

R8.2 R8.3 319,632 令和８年７月までに配布を開始する 商品券

令和７年度子育て応援特別給付金

①エネルギー、食料品等の価格の高騰の影響を受ける子
育て世帯を支援するため、臨時特別的な措置として給付
金を支給する。
②子育て世帯への給付金及び事務費
③給付金額　児童手当対象者　9,934人×10千円＝
99,340千円
　事務費　5,760千円
　事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送
料等）　業務委託料　使用料及び賃借料　人件費　として
支出]
④令和７年４月１日（以下「基準日」）において、市の住民
基本台帳に記録されている者（生活保護を受けている世
帯を除く。犬山市内の入所施設等を含む。）のうち、基準
日において日本国内に住所を有する１８歳以下の者及び
日本国内に住所を有する令和７年４月２日から同年６月
３０日までの間に出生した者を監護する者。

②エネルギー・食料品
価格等の物価高騰に
伴う子育て世帯支援

R7.4 R7.12 105,100 令和７年５月２９日支給開始 対象分野に関連しない

省エネ住宅改修支援事業（推奨事業
メニュー・R6補正予算分）

①既存の個人住宅で実施する高効率給湯器への取り替
え（省エネ住宅改修）に対して補助を行い、物価高騰の影
響を受ける生活者を支援する
②住宅省エネ改修支援補助金（補助対象経費の1/4以
内、上限15万円）
③69,600円×274件＝19,071千円（うち、10,000
千円に交付金を充当）※単価、件数はR5に実施した同様
の事業の実績値より算出
④自ら所有し、１年以上居住している既存住宅に補助対
象基準に合致する省エネ改修を行う市民

④省エネ家電等への買
い換え促進による生活
者支援

R7.4 R8.3 19,071
令和8年3月までに申請を受理したものに
ついて補助金を100％交付

省エネ家電買い替え等

省エネ住宅改修支援事業（推奨事業
メニュー・R7予備費分）

①既存の個人住宅で実施する高効率給湯器への取り替
え（省エネ住宅改修）に対して補助を行い、物価高騰の影
響を受ける生活者を支援する
②住宅省エネ改修支援補助金（補助対象経費の1/4以
内、上限15万円）
③69,600円×274件＝19,071千円（うち、4,656千
円に交付金を充当）※単価、件数はR5に実施した同様の
事業の実績値より算出
④自ら所有し、１年以上居住している既存住宅に補助対
象基準に合致する省エネ改修を行う市民

④省エネ家電等への買
い換え促進による生活
者支援

R7.4 R8.3 19,071
令和8年3月までに申請を受理したものに
ついて補助金を100％交付

省エネ家電買い替え等

学校給食費米価等高騰対策事業

①賄材料の高騰による給食費の値上がり分を補助する
ことにより、子育て世帯への負担を軽減する。
②小中学校給食費の値上分の補助金（※教職員分は除
く）
③（小学生）20円×3,240人×185日＝11,988,000
円
　（中学１，２年生）20円×1,150人×185日＝
4,255,000円
　（中学３年生）20円×640人×170日＝2,176,000
円
④市内在住で給食の提供される小中学校に通う生徒児
童の保護者

②エネルギー・食料品
価格等の物価高騰に
伴う子育て世帯支援

R7.4 R8.3 18,419
令和8年3月までの給食値上分について
100％保護者の負担増なしで提供する。

給食

民間保育所給食費軽減対策支援事
業

①物価高騰の影響を受けながら利用児童に対して安定
的な給食の提供を実施している市内民間保育所等を支
援する。
②民間保育所側が負担する給食費の値上分に対する補
助金
③100円×13,350人（延べ人数：予定）＝1,335,000
円（うち、369千円に交付金を充当）
④市内民間保育所等が給食費の値上がり分を（利用児童
の保護者から徴収せずに）負担している場合、その値上
がり分給食費の内、基準額範囲内の事業費

⑤医療・介護・保育施
設、学校施設、公衆浴
場等に対する物価高
騰対策支援

R7.6 R7.12 1,107
令和7年7月から9月までの期間に民間保
育所で提供する給食1食あたり100円の食
材料費補助を100％実施する。

給食

多子多胎世帯犬山産米配布業務（推
奨事業メニュー分）

①米価の高騰の影響を大きく受ける多子世帯・多胎世帯
に対して米を配布することで負担を軽減する。
②多子多胎世帯に配布する米代及び発送費用
③米代（10Kg）10,200円×1,070世帯＝
10,914,000（送料・梱包費用含む）（うち、10,346千
円に交付金を充当）
④中学生以下の子どもを含む3人以上の子どもを養育
する世帯または、中学生以下の多胎子ども（双子など）を
養育する世帯

②エネルギー・食料品
価格等の物価高騰に
伴う子育て世帯支援

R8.1 R8.3 10,914
令和8年2月までに対象世帯への配送を
100％完了する。

農林水産・食品分野

上水道基本料金無料化事業（重点交
付金R7計画分）

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた
生活者や事業者（公共施設を除く）に対する支援策とし
て、水道料金の基本料金を３月検針分から６か月間無料
とする。
②システム改修費、お客様センターへの周知、問合せ対
応委託料
③システム改修委託料401千円、お客様センター委託料
740千円
④犬山市の水道を使用する世帯及び事業者29,500件

④消費下支え等を通じ
た生活者支援

R8.2 R8.3 1,141
令和８年４月より上水道基本料金の無償化
が開始できるようシステム改修等を完了す
る。

水道事業者



交付対象事業の名称

事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

推奨事業メニュー
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始期

事業
終期

総事業費（千
円）

成果目標（可能な限り定量的指標を設定）

備考1
(重点支援地方交付金の追加
を踏まえた各省庁の通知の
発出状況に定義されている

対象分野)

民間保育所給食費軽減対策支援事
業（R7補正予算分）

①物価高騰の影響を受けながら利用児童に対して安定
的な給食の提供を実施している市内民間保育所等を支
援する。
②民間保育所側が負担する給食費の値上分に対する補
助金
③４～６月分：100円×12,074食＝1,207,400円
　１０～３月分：170円×25,122食＝4,270,740円
　（うち、1,827千円に交付金を充当）
④市内民間保育所等が給食費の値上がり分を（利用児童
の保護者から徴収せずに）負担している場合、その値上
がり分給食費の内、基準額範囲内の事業費

⑦医療・介護・保育施
設、学校施設、公衆浴
場等に対する物価高
騰対策支援

R7.4 R8.3 5,479

令和7年４月から令和８年３月までの期間に
民間保育所で提供する給食1食あたり100
円（４月から６月）または170円（１０月から
３月）をの食材料費補助を100％実施する。

給食


